
食と地域の交流促進対策交付金公募要領
（都市農業振興整備対策）

１ はじめに

都市農業は、新鮮な農産物の供給といった生産面での重要な役割のみならず、身

近な農業体験の場の提供、災害に備えたオープンスペースの確保、潤いややすらぎ

をもたらす緑地空間の提供、都市住民の農業への理解の醸成など多様な役割を果た

しています。

このように、都市農地の保全や都市農業の振興を図り都市農業の機能や効果を十

分発揮するためには、簡易な基盤整備や市民農園の整備等、多様な取組に対し支援

する必要があり、交付金を国が直接交付することとします。

支援の対象となる団体、要件及び応募の手続きについては、この要領をご覧の上、

必要な提出書類を下記の公募期間内に提出願います。

公募期間：平成23年10月12日（水）から平成23年11月7日（月）まで

２ 事業内容

（１）公募する内容は、食と地域の交流促進対策交付金に係る以下の施設等整備であ

り、持続的な営農展開等に必要な簡易な基盤整備、簡易な施設整備、市民農園等

の整備に対する取組を支援します。

対象となる施設等については、別紙１を参照してください。

（２）事業実施期間は、２箇月程度を想定しています。

また、年度内の竣工が条件となりますので、このことを留意の上、応募願いま

す。

（３）事業対象地域は、都市計画区域に指定されている市町村であって、都市計画法

第7条第1項に基づき市街化区域と市街化調整区域の区分（区域区分）が定められ

ている市町村等（線引き都市計画区域）を対象とします。ただし、市民農園等の

整備にあっては、区域区分の定めのないいわゆる非線引き都市計画区域も対象と

なります。

なお、いずれの都市計画区域内であっても農用地区域は対象とはなりません。

３ 応募方法

（１）応募に必要な書類は、以下のとおりです。

① 食と地域の交流促進対策交付金事業実施提案書（都市農業振興整備対策）（以

下「提案書」という。）

提案書の様式を農林水産省ホームページからダウンロードし、様式に従って

作成してください。

提案書には、体制や目標、施設の整備内容等事業の具体的な計画について記

入してください。

なお、事業の目標として設定する指標については、別紙２を参考にし、適正

に設定してください。



② 申請者の組織や活動内容を示す資料〔①の提案書に添付〕

ア 設立趣意書又は定款、寄附行為、規約等

イ 申請者の活動内容の概要が分かる資料

ウ 過去３年間の収支決算（決算書、貸借対照表、損益計算書、預金残高

証明書等）

エ 役員、職員名簿、組織図等

オ 連携する団体（又は協議会を構成する団体）の概要が分かる資料

カ 整備予定地の現状写真、計画地区位置図、計画施設平面図等の図面

キ 施設等の規模決定根拠資料、事業費の積算資料

ク 資金調達及び償還計画書、施設等の収支見通し等

ケ 施設等の維持管理計画（又は管理運営規定）

コ 費用対効果分析表

市町村等が事業実施主体となる場合には、上記ア～エは必要ありません。

必要に応じて整備内容についての補足説明用の資料を提出することが可能で

す。

申請者及び団体に参加する構成員又は参加する見込みの構成員が、過去１年間

に「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」（昭和30年法律第179号。

以下「補助金適正化法」という。）第17条の規定により交付決定の取消を受けた

事実があるときは、取消を受けた時期、取消を受けた事実内容を提案書に記載し

てください。

応募は、４の交付金の対象となる団体が団体単独でも連名でも提案書を提出す

ることが可能です。ただし、連名での応募の場合には、当該提案書が採択された

場合、９の交流促進計画提出までに４の(12)の地域住民の組織する団体（協議会）

を組織していただく必要がありますので御留意ください。

また、代表者として応募を行う団体が、別の団体が代表者となって行う応募に

代表者以外の立場で参加することを妨げるものではありませんので御留意くださ

い。

（２）申請書類の提出期限等

① 提出方法

持参又は郵送により15に定める問い合わせ先に提出してください。

なお、ＦＡＸ又は電子メールによる提出は受け付けません。

② 提出期限

平成23年11月７日（月）17時まで

（郵送の場合は平成23年11月７日（月）（消印有効））

③ 提出に当たっての留意事項

（ア）申請書類は、様式に沿って作成してください。

（イ）申請書類に虚偽の記載、不備等がある場合は審査対象となりませんの

で、要領に基づき注意して作成願います。



（ウ）提出部数は１部です。申請書類の作成及び提出に要する一切の費用は応

募者の負担とします。

（エ）提出後の申請書類については、採用、不採用にかかわらず返却はいたし

ませんので、御了承ください。

（オ）申請書類は、提案書及び添付書類一式を封筒に入れ提出してください。

（カ）提出された申請書類について、秘密保持には十分に配慮することとし、

審査以外には無断で使用いたしません。

４ 交付金の対象となる団体について

本交付金を実施することのできる団体は以下のとおりです。

（１）農業協同組合、農業協同組合連合会

（２）森林組合、森林組合連合会、生産森林組合

（３）漁業協同組合、漁業協同組合連合会、漁業生産組合

（４）全国農業会議所、都道府県農業会議、農業委員会

（５）農事組合法人（農業協同組合法（昭和22年法律第132号）第72条の８第１項に

規定する事業を行う法人をいう。）

（６）農業生産法人（農地法（昭和27年法律第229号）第２条第３項に規定する法人

をいう。）（ただし、構成員に３戸以上の農家を含み、かつ、当該農家が議決権の

過半を占める等当該法人の事業活動を実質的に支配すると認められる法人とす

る。）

（７）特定非営利活動法人（特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第２条２

項に規定する法人をいう。）

（８）一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特例社団法人又

は特例財団法人

（９）土地改良区、土地改良事業団体連合会

（10）地方公共団体等が出資する団体（地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合

連合会等が主たる構成員又は出資者となっており、かつ、これらの者がその施策

活動を実質的に支配することができると認められる法人又は（８）に掲げる特例

民法法人のうち年間収入額に占める国からの補助金・委託費の割合が３分の２を

上回ることが見込まれる法人を除く。）

（11）商工会、商工会連合会、商工会議所、商工会議所連合会

（12）地域住民の組織する団体（当該事業の事業実施計画や事業実施手続について、

適正かつ効率的に行うことができるものとして、

① 代表者の定めがあること、

② 会計処理、意思決定等の方法について規約類が整備されていること

等の要件を満たしていること。）

（13）市町村等

（14）農村振興局長が特に必要と認める団体

５ 交付金の対象となる経費

２の（１）の整備に必要な経費が交付金の対象になります。

応募に当たっては、本事業期間中における所要額を算出していただきますが、実

際に交付される交付金の額は、申請書に記載された事業実施計画等の審査結果に基



づき決定される場合があることを、あらかじめ御了知ください。

６ 交付金の対象とならない経費

次の経費は、事業の実施に必要なものであっても交付金の対象にはならず、所要

額に含めることが出来ません。

（１）既存の耕作道等の路線変更に要する用地取得等の経費以外の不動産取得に係る

経費

（２）事業の期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費

（３）交付金の交付決定前に支出される経費（実施要領第１の４に定める場合を除

く）

（４）その他本事業を実施する上で必要とは認められない経費

７ 交付金の額

交付金は、以下のとおりとします。

（１）都市部での農業振興に必要な施設等の整備に直接必要となる経費の２分の１相

当額以内とします。

（２）本交付金の予算総額は３，０００万円程度となっています。１件当たりの交付

金額に上限額は定められていませんが、予算額の範囲内で交付金を交付します。

したがって、交付金額については、提案額より減額されることがあります。

（３）交付金額については、交付対象経費等の精査により交付金額を決定するため、

提案額より減額されることがあります。

８ 交付金交付候補者の選定

（１）審査方法

提出された提案書については、担当課等において書類確認等を行った後、選定

審査委員会（以下「審査委員会」という。）において、審査の基準等に基づき審

査を行い、事業実施主体となり得る候補者（以下「交付候補者」という。）を選

定するものとします。

（２）審査ヒアリング

必要に応じて申請者から提案書の内容についてヒアリングすることがありま

す。

ヒアリングを行う場合は、事前に申請者に連絡いたします。

９ 選定及び交流促進計画の承認

（１）提案書の選定

提案書の選定については、審査委員会を設置し、以下のような観点から提案書

の審査を行い、予算の範囲内で地方農政局長等（申請者の主たる事務所が北海道

に所在する場合は農村振興局長、申請者の主たる事務所が沖縄県に所在する場合

は内閣府沖縄総合事務局長、その他の場合にあっては地方農政局長。以下同じ）

において決定しますが、審査委員会の議事、審査内容については非公開とします。

なお、交付候補者の決定に係る審査の経過、審査結果等に関するお問い合わせ

にはお答えできませんので、あらかじめ御了承ください。



審査項目

ア 事業の必要性

イ 事業対象地域の妥当性

ウ 事業計画の妥当性

エ 事業費負担の見通し

オ 事業効果の妥当性

カ 事業効果の継続性

（２）審査結果の通知

申請された提案書が選定された場合は採択通知書を、不採択の場合は不採択通

知書を申請者あてにお送りしますが、交付候補者については、農林水産省のホー

ムページ等で公表します。

なお、提案書選定の際、「交流促進計画承認申請時までに協議会を設立するこ

と」などといった条件を付すことがあります。

審査結果の通知については、交付候補者に対し交付金交付の候補者となった旨

をお知らせするものであり、交付金の交付には、別途、必要な手続きを経て正式

に決定されることになります。

（３）事業計画承認及び交付決定に必要な手続等

交付候補者は、実施要綱第５の１の規定及び実施要領別記２の第１の（１）の

規定に基づき、提案書の選定後１か月以内に交流促進計画を地方農政局長等に提

出していただきますが、内容、対象経費の精査等のため、ヒアリングを行うこと

があります。

（４）交流促進計画の変更について

事業実施主体は、以下に該当する場合については、実施要領別記２の第１の２

の規定に基づき、地方農政局長等に交流促進計画を提出し、その承認を受ける必

要があります。

① 事業費の３割を超える増減

② 事業実施主体又は事業実施期間の変更

③ 事業の廃止

10 交付金の支払手続

（１）地方農政局長等は受理した交流促進計画を審査し、承認したときは、申請者に

対して交付金割当通知を送付し、事業に割当される交付金の額をお知らせします。

事業実施主体は、割当された額を踏まえ、「食と地域の交流促進対策交付金交

付要綱（平成23年4月1日付け22農振第2359号農林水産事務次官依命通知。（以下

「交付要綱」という。）第５の１の規定に基づき交付金交付申請書を作成し、地

方農政局長等に提出してください。

事業実施主体は、交付金交付申請書提出後、地方農政局長等から発出される交

付金の交付決定通知の送付後に、交付金の対象となる事業を開始することができ

ます。（交付決定より前に発生（発注、納品、検収、代金の支払）した経費や年

度終了後に発生した経費は、交付金の対象になりません。）

また、交付決定内容に変更が生じた場合、交付要綱第10の１に基づき、変更等

承認申請をしていただくことがあります。



（２）本交付金の支払方法は事業終了後の精算払を原則とします。支払に関する手続

は以下のとおりです。

事業実施主体は、交付要綱第15の1の規定に基づき、事業が完了したときは、

事業実施年度の翌年度の４月10日又は事業完了の日から起算して１か月を経過し

た日のいずれか早い期日までに、領収書等の写しを添付して、交付要綱に定める

実績報告書を作成し地方農政局長等に提出してください。提出された実績報告書

と領収書等の写しについて審査し、交付決定額の範囲内で実際に使用された経費

について交付金の額を確定した後、交付金の額の確定通知の送付により交付金が

支払われます。

11 重複申請等の制限

同一の提案内容で他の事業（農林水産省又は他省庁等の補助事業等）への申請を

行っている場合、申請段階（交付金の交付予定者として選定されていない段階）で

本事業に応募することは差し支えありませんが、当該事業実施提案書による採択に

向け申請していただくようお願いします。

なお、他の事業との重複申請を行う場合には、その旨提案書に記載願います。

仮に重複申請することにより、他の事業への申請内容、他の事業の選定の結果に

よっては、当該事業の審査対象から除外され、又は交付金候補者の選定結果若しく

は交付金の交付決定が取り消される場合があります。

12 事業実施に当たっての留意事項

（１）事業の推進

事業実施主体は、要綱等を遵守し、事業の進行管理、事業の実施評価等、事業

推進全般を行うものとし、交付申請書の作成、計画変更に伴う各種承認申請書及

び報告書の提出等、適時適切に行ってください。

（２）交付金の経理について

交付金の交付に当たってはどのような目的で、いつ、いくら支出されたか等に

ついて明らかにされる必要があります。

したがって、申請者のその他の活動に係る経理と明確に区分された、交付金事

業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、収入及び支出につ

いての証拠書類又は関係資料を整理し、一定期間整備保管しておく必要がありま

す。また、会計経理に当たっては、独立した口座を設ける必要があります。

（３）補助事業の実施に当たり、人件費を補助対象とする場合には、「補助事業等の

実施に要する人件費の算定等の適正化について」（平成22年９月27日付け22経第9

60号大臣官房経理課長通知）に基づき人件費を算定しなければなりません。

13 事業評価の留意事項

申請者が事業の評価を行い地方農政局長等に報告する必要があります。報告は目

標年度の翌年度５月末日までに所定の様式により行うこととなります。評価結果は

地方農政局長等において事業の適正運営の検討や指導等のための資料とするととも

に、第三者機関の所見を加えたうえで、農林水産省のホームページなどで公表しま

す。



14 その他留意事項

応募に当たり、実施要綱及び実施要領を必ずお読みください。

本交付金は、補助金適正化法等の法令、実施要綱、実施要領等の通知に従って実

施されるものです。これらに違反して事業を実施することはできませんので御注意

願います。

（１）防災・減災対策について

事業の提案内容について、防災・減災対策の強化をその内容とする場合にあっ

ては、予算の範囲内で優先採択に配慮します。

（２）事業で取得した財産の管理について

事業で取得した財産については、事業完了後においても善良なる管理者の注意

をもって管理するとともに、交付金の目的に従って、その効率的な運営を図らな

ければなりません。

（３）交付金の返還について

交付決定以前に補助事業に着手するなど補助金適正化法に違反して交付金を使

用した場合は交付金の交付決定が取り消され、受け取った交付金の全部又は一部

について返還を求めることがありますので御注意願います。

（４）罰則について

不正な手段により交付金の交付を受けるなどした場合は懲役、罰金の刑が科せ

られますので御注意願います。

事業の実施に当たり、地方農政局長等から調査、照会等をする場合がありますので、

その際は御協力をお願いします。

15 問い合わせ先及び提案書等の提出先

問い合わせについては、以下の担当者までお願いします。

提案書等の提出先は、原則として以下の住所、担当者あてとなります。

【応募者の主たる事務所が北海道の場合】

農林水産省農村振興局農村政策部都市農村交流課

〒100-8950 東京都千代田区霞が関１－２－１
℡ ： ０３－３５０２－８１１１（内線５４４８）

Fax ： ０３－３５９５－６３４０

【応募者の主たる事務所が青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島

県の場合】

農林水産省東北農政局農村計画部農村振興課

〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町３－３－１
℡ ： ０２２－２６３－１１１１（内線４４４４、４１８５）

Fax ： ０２２－７１５－８２１７

【応募者の主たる事務所が茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京

都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県の場合】

農林水産省関東農政局農村計画部農村振興課



〒330-9722 埼玉県さいたま市中央区新都心２－１
℡ ： ０４８－６００－０６００（内線３４０５、３４１４）

Fax ： ０４８－７４０－００８２

【応募者の主たる事務所が新潟県、富山県、石川県、福井県の場合】

農林水産省北陸農政局農村計画部農村振興課

〒920-8566 石川県金沢市広坂２－２－６０
℡ ： ０７６－２６３－２１６１

（内線３４１２、３４２３、３４１９）

Fax ： ０７６－２６３－０２５６

【応募者の主たる事務所が岐阜県、愛知県、三重県の場合】

農林水産省東海農政局農村計画部農村振興課

〒460-8516 愛知県名古屋市中区三の丸１－２－２
℡ ： ０５２－２０１－７２７１（内線２５２１、２５１９）

Fax ： ０５２－２２０－１６８１

【応募者の主たる事務所が滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌

山県の場合】

農林水産省近畿農政局農村計画部農村振興課

〒602-8054 京都府京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町
℡ ： ０７５－４５１－９１６１（内線２４１７、２４２１）

Fax ： ０７５－４５１－３９６５

【応募者の主たる事務所が鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島

県、香川県、愛媛県、高知県の場合】

農林水産省中国四国農政局農村計画部農村振興課

〒700-8532 岡山県岡山市北区下石井１－４－１
℡ ： ０８６－２２４－４５１１（内線２５１３、２５２６）

Fax ： ０８６－２２７－６６５９

【応募者の主たる事務所が福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎

県、鹿児島県の場合】

農林水産省九州農政局農村計画部農村振興課

〒860-8527 熊本県熊本市春日２－１０－１
℡ ： ０９６－２１１－９１１１（内線４６１５、４６２８）

Fax ： ０９６－２１１－９８１２

【応募者の主たる事務所が沖縄県の場合】

内閣府沖縄総合事務局農林水産部経営課

〒900-8530 沖縄県那覇市おもろまち２－１－１
℡ ： ０９８－８６６－００３１（内線８３２９０、８３２９３）

Fax ： ０９８－８６０－１１７９



別紙１

施設名 事業内容

（１）都市農業条件整備 持続的な営農展開等に必要な簡易な基盤整備、簡易な

施設整備、市民農園等の整備

① 簡易な基盤整備

ア 農地の整備 区画整理、耕土補給、深耕、心土破砕等、土壌改良

材投入等

イ 農用地の保全 農地及び農業用施設の災害を防止するために行う土

留石垣、擁壁等の施設の新設又は改修

ウ 耕作道整備 耕作道、簡易な橋の新設又は改修

エ 用水施設整備 用水路の新設又は改修、井戸整備、貯水施設整備、

かん水施設整備

オ 排水施設整備 排水路の新設又は改修、暗渠排水整備、承水路整備、

浸透枡等設置

カ 営農飲雑用水施設整備 家畜の飼育、園芸作物等の栽培（かんがいを除く。）、

農産物の洗浄等を主とする営農飲雑用水施設

② 簡易な施設整備

ア 農機具等保管施設 施設において使用する農機具等の保管を目的とした

施設

イ ６次産業化関連推進施設 加工施設等の６次産業化の推進を目的とした施設（直

売所を除く。）

ウ 農薬飛散防止施設 農薬飛散の遮断を目的とした施設

③ 防災設備整備 防災兼用井戸、水路の施設整備

④ 市民農園等整備 ① 市民農園の用に供する農地の整備及び市民農園整

備促進法第２条第２項第２号に定める農地に附帯し

て設置される施設のうち、農機具収納施設、給排水

施設、園路、植栽、ごみ置場、休憩施設、便所、手



洗場、駐車場、照明施設等

② 附帯施設のほか、市民農園と連携し農園で収穫し

た農作物等の調理・加工など農園利用者と地域住民

との交流の場となる交流加工体験施設の整備。なお、

本施設整備に当たっては、農園利用者の過半数が見

込める場合に限る。

⑤ 水辺環境整備

既存の農業水利施設等を活用した親水護岸、せせら

ぎ水路等

（２）特認事業

（１）以外で、都市部での農業振興に必要な施設等

で必要不可欠であると地方農政局長等が認めるものに

限る。



別紙２

目標及び指標の例

施 設 目 標 指 標 単 位

都市農業振興整備対策

１）農地の整備 遊休農地の活用による農 農地の保全面積 ㎡

地の保全

２）農用地の保全 農地の土砂流出防止によ 近隣住宅等の受益 戸

る近隣住民の生活安定 戸数

３）用水施設整備 農産物の収穫量の増加及 受益農地の面積 ㎡

び品質の向上

４）６次産業化関連 地場農産物の加工による 施設の利用者数 人

推進施設 地域活性化

５）市民農園等整備 市民農園の整備 市民農園の区画数 区画


